
    　        今後５年間の収支見通し     財 政 局   

                                          Ｈ１４．７．３１ 

 

１．中期財政収支見通し 

 平成１５年度から平成１９年度までの今後５年間の中期財政収支見通しを一定の条件で試算すると、 

歳入の根幹である市税収入は、平成１５年度に実施される固定資産税の評価替え等の影響もあり、平成 

１６年度以降、内閣府試算により１．５％増を見込むものの、公債費など義務的経費が増加することな 

どから、５年間総額で約３，１００億円、年平均で約６００億円を超える収支不足が発生する見込みと 

なっている。（前年度試算 ３年間総額１，５００億円） 

 

 中期財政収支見通し＜事業費ベース＞                   （単位：億円） 
 

   Ｈ１４   Ｈ１５   Ｈ１６   Ｈ１７   Ｈ１８   Ｈ１９ 

 歳入合計  A  ５，２７３  ５，３７６  ５，５０４  ５，９５３  ６，１７５  ６，１１８ 

 市税  ２，６１０  ２，５４４  ２，５８３  ２，６２１  ２，６６１  ２，７０１ 

 市債    ６９９    ８６３    ８７６  １，３０９  １，４４９  １，３７８ 

 

 その他  １，９６４  １，９６９  ２，０４５  ２，０２３  ２，０６５  ２，０３９ 

 歳出合計  B  ５，２７３  ５，９２４  ６，０１７  ６，５５３  ６，８８７  ６，８９３ 

 義務的経費  ２，５８８  ２，９０８  ３，０６２  ３，４２３  ３，６３８  ３，４８６ 

 人件費  １，２８８  １，２８４  １，２４９  １，２１７  １，２４５  １，２９２ 

 扶助費    ６８２    ７４７    ７９６    ８５１    ９０９    ９６９ 

 

 公債費    ６１８    ８７７  １，０１７  １，３５５  １，４８４  １，２２５ 

 投資的経費    ８６６  １，０１４    ８６９    ８６７    ８６８    ８６９ 

 

 その他経費  １，８１９  ２，００２  ２，０８６  ２，２６３  ２，３８１  ２，５３８ 

 

 収支不足額 
      C=A-B 

 
     ０ 

 
 △ ５４８ 

 
 △ ５１３ 

 
 △ ６００ 

 
 △ ７１２ 

 
 △ ７７５ 

 

 
 

   ※平成１４年度は当初予算 
  ５カ年収支不足額合計 

    約３，１００億円 
 

 

    ＜主な前提条件＞ 

      ・財政健全化債、土地売払収入などの財源対策は未計上 

      ・市税は、平成１５年度の固定資産税評価替えの影響を勘案し、平成１６年度以降は経済財政 

       諮問会議「構造改革と経済財政の中期展望」による内閣府試算実質経済成長率１．５％増 

      ・人件費は、給与費では給与改定を見込まず、退職手当では退職予定者数を勘案 

      ・投資的経費は、原則として、平成１４年度と同額計上（ただし、西口文化ホール取得費は上 

       乗せ計上） 

      ・その他の経費の繰出金等は、特別会計・企業会計の収支見通しを勘案（高速鉄道を含む） 
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２．収支不足への対応 

 仮にこれまでの財源対策を講じても、財政調整基金が底をつくなどの影響や減債基金積立繰延を実施 

したとしても、市債償還が翌年度から発生してしまうこと、また、新たに減債基金からの借入（繰替運 

用）までも実施したとしても、収支均衡を図ることができない状況となっている。 

 このまま推移すると、現在考えられるあらゆる財源対策を講じても平成１７年度には赤字団体となり 

、平成１８年度以降には、巨額の財政赤字が累積し、国の指導・監督下におかれる財政再建団体に転落 

する危険性があり、まさに危機的な状況にある。 

 

  これまでの財源対策を実施した場合                    （単位：億円） 
 

   Ｈ１５   Ｈ１６   Ｈ１７   Ｈ１８   Ｈ１９ 

 財政調整基金      ０      ０      ０      ０      ０ 

 土地売払収入     ４０     ４０     ４０     ４０     ４０ 

 歳 
 入 
 対 
 策 
 財政健全化債     ５７     ５７     ５７     ５７     ５７ 

 国保繰出一部未計上  △  ６８  △  ６８  △  ６８  △  ６８  △  ６８ 

 減債基金積立繰延  △ １１１  △ １００  △  ８９  △  ７８  △  ８０ 

 歳 
 出 
 対 
 策 
 下水道会計繰出金抑制  △  ５５  △  ５５  △  ５５  △  ５５  △  ５５ 

 積立繰延による後年度負担      －     ２８     ６８    １０３     ８８ 

 

   合      計  D    ３３１    ２９２    ２４１    １９５    ２１２ 

 

 
 

  対策後の収支      E=C+D  △ ２１７  △ ２２１  △ ３５９  △ ５１７  △ ５６３  
 

 

 さらに減債基金からの借入（繰替運用）を実施した場合           （単位：億円） 
 

   Ｈ１５   Ｈ１６   Ｈ１７   Ｈ１８   Ｈ１９ 

 対策後の収支      E  △ ２１７  △ ２２１  △ ３５９  △ ５１７  △ ５６３ 

 減債基金借入      F    ２１７    ２２１    １６９      －      － 

 借入後の収支     G=E+F      ０      ０  △ １９０  △ ５１７  △ ５６３ 

 財政赤字（累計）      ０      ０  △ １９０  △ ７０７ △ １，２７０ 

  

 減債基金借入可能額    ６０７  

 
 

    財政再建団体について 
       地方自治体が赤字となった場合に、市町村にあっては、その赤字の額が標準財政規模の２０ 
      ％（本市の場合、概ね６００億円）を超えると、「財政再建団体」（一般的には「準用再建団 
      体」という。）となり、準用再建を行う場合でなければ地方債の許可が制限されるとともに、 
      市税や使用料等の増収措置や市の独自施策の実施が困難となるなど、自主的・自立的な財政運 
      営に支障を来すこととなる。 
 
      （参考）平成１４年度標準財政規模 ２，８４４億円（２０％相当 ５６９億円） 




